
第１章 計画の策定にあたって 

- 1 - 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨                

 

近年、急速に進む少子高齢化、情報通信技術の発達などに見られる高度情報化、社会・経

済のグローバル化、経済格差の進行などにより社会全体が急激に変化し、また、家庭と地域

のつながりや人々の価値観も大きく変化しています。 

一方、教育分野においては、子どもたちの学ぶ意欲や学力・体力の低下、家庭や地域の教

育力の低下、教育格差、いじめ問題、さらには、社会全体における規範意識や倫理観の低下

など、解決すべき多くの課題が指摘されています。 

こうした中、平成１８年１２月、制定から約６０年を経て教育基本法が改正されました。

この教育基本法では、教育を取り巻くさまざまな状況の変化を踏まえた上で、豊かな情操、

道徳心や公共の精神、生命や自然の尊重、伝統と文化の尊重といった教育の目標を掲げるな

ど、新しい時代の教育の理念が明確に示されました。 

この教育基本法には、国は教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

教育振興基本計画を策定し、また、地方公共団体においては、地域の実情に応じた教育振興

基本計画を定めるよう努めなければならないと規定されました。 

防府市教育委員会では、教育基本法の趣旨や国・県の計画、また、第四次防府市総合計画

を踏まえながら、本市教育の基本方針である「生きる力」を育むため、今後取り組むべき教

育行政の施策体系をより明確にし、それらをさらに着実に推進していくための基本的な計画

として、平成２６年３月に「防府市教育振興基本計画」（平成２６年度から平成３２年度ま

で）を策定し、教育施策を進めてまいりました。 

その後、平成２７年度に第四次防府市総合計画の中間年度の見直しが行われたことから、

上位計画との整合性を確保するため、社会情勢の変化や施策の進捗状況を踏まえ、平成２８

年度に本計画の見直しを行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 



第１章 計画の策定にあたって 

- 2 - 

２ 計画の位置付け                   

 

本計画は、教育基本法第１７条第２項に規定する地方公共団体が定める教育振興のための

施策に関する基本的計画として位置付けるもので、本市の最上位計画である第四次防府市総

合計画の教育分野における部門別計画として、防府市教育委員会が所管する施策を網羅する

ものです。 

なお、平成２６年度の組織、機構の再編に伴い、青少年科学館については、市長部局にお

いて管理運営していますが、同館は、博物館法に基づく登録博物館であり、本市の科学教育

普及活動の拠点施設であることから、本計画に取り入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の策定体制                   

計画の策定にあたっては、学識経験者、学校教育関係者、各種団体関係者及び公募の市民

で構成された「防府市教育振興基本計画策定委員会」で協議、検討いただきました。 

また、広く市民の意見を反映させるため、パブリックコメントを実施しました。  

第四次防府市総合計画 

教 育 分 野 その他の分野 

◇ 教育基本法 

◇ 国の教育振興基本計画 

◇ 山口県教育振興基本計画 

防府市教育振興基本計画 
教育関係

含むその

他の計画 

第二次防府市生涯学習推進計画 

第二次防府市子ども読書活動推進計画 

防府市図書館サービス振興基本計画 

防府市教育振興基本計画 
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４ 計画の期間                     

計画の期間は、平成２６年度から第四次防府市総合計画の終了年度となる平成３２年度ま

での７年間とします。 

なお、平成２７年度に第四次防府市総合計画の中間年度見直しが行われたことから、上位

計画との整合性を確保するため、社会情勢の変化や施策の進捗状況を踏まえ、平成２８年度

に本計画の見直しを行いました。 

計画期間内は、毎年度、事業の取組状況について点検・評価を行い、次年度の事業に反映

させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の構成                     

本計画は、「第１章 計画の策定にあたって」、「第２章 教育を取り巻く現状と課題」、「第

３章 計画の基本的な考え方」、「第４章 今後取り組むべき施策」、「第５章 計画の推進に

向けて」の５章で構成しました。 

第１章では計画策定の趣旨などの基本的事項を示し、第２章で教育を取り巻く社会の動向

や本市教育の課題を明らかにした上で、第３章において本市教育のめざす姿や基本目標など、

今後７年間の本市の教育目標を設定しています。第４章では、基本目標の達成に向けた基本

施策と具体的な取組の内容を体系的に整理し、第５章において計画の推進体制や目標指標を

設定しています。 

平成 
２２年度 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

平成 
３３年度 

防府市図書館サービス振興基本計画 
平成２８年度～平成３２年度 

 

4 

防府市子ども読書活動推進計画 
平成２２年度～平成２６年度 

防府市教育振興基本計画 

平成２６年度～平成３２年度 

（平成２８年度見直し） 

 

第二次防府市生涯学習推進計画 平成２４年度～平成３３年度 

（平成２８年度見直し） 

第二次防府市子ども読書活動推進計画 
 平成２７年度～平成３１年度 
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第四次防府市総合計画（平成２３年度～平成３２年度） 

          （平成２７年度見直し） 


